
平成１７年度黒石市の「財政状況等一覧表」の公表について 

 

地方公共団体の財政情報の開示を一層推進するため、今後の公会計改革の推進や新しい地方公

共団体の再生法制の具体化も視野に入れ、普通会計に加え企業会計などの特別会計の状況や第三

セクター等の経営状況及び財政援助の状況も含めた総合的な財政情報の一覧性を持った開示に

ついて、全国的に行うこととされており、今回、平成 17年度決算の数値をもとに、以下のとお

り財政状況等一覧表(平成 17年度決算)を作成いたしましたのでお知らせします。 

 

 

１ 一般会計及び特別会計の財政状況（主として普通会計に係るもの）   （百万円） 

  歳入 歳出 形式収支 実質収支 
地方債

現在高 

他会計から

の繰入金 
備考 

一般会計  16,252  16,937 △ 685 △ 691  24,177  25 基金から百万円繰入 

姥懐霊園墓地特別

会計 
 14  102 △ 88 △ 88 - -   

土地取得特別会計  0  0  0  0 - -   

普通会計  15,432  16,205 △ 773 △ 802  24,117  25 基金から百万円繰入 

（財産区） 
            

 

（百万円） 

  歳入 歳出 形式収支 実質収支 
地方債

現在高 

他会計から

の繰入金 
備考 

中川財産区会計  0  0  0  0 - -   

上十川財産区会計  11  1  10  10 - -   

追子野木財産区会

計 
 2  1  1  1 - -   

温湯財産区会計  11  0  11  11 - -   

袋財産区会計  0  0  0  0 - -   

境松財産区会計  2  2  0  0 - -   

黒石財産区会計  1  1  0  0 - -   

・普通会計及び普通会計に含まれる各会計（一般会計及び公営事業会計以外の特別会計）の決算を

掲載している。また、財産区（普通会計には含まれない）の決算も掲載している。 

・普通会計はそれに含まれる会計を合算して、会計間の重複部分（繰入、繰出）を控除した純計額であ

るため、各会計の合計額とは必ずしも一致しない。 

・普通会計は一般会計に含まれる借換債の額が控除されるため、一般会計よりも普通会計の数値が小

さくなる場合がある。 



・形式収支は歳入から歳出を差し引いた額であり、形式収支から翌年度に繰り越すべき財源を差し引い

た額が実質収支である。（「３ 関係する一部事務組合等の財政状況」においても同じ。（ただし、地方公

営企業法を適用している公営企業に係るものについては除く。）） 

・基金または財産区からの繰入がある場合は、備考爛に記載している。 

 

２ １以外の特別会計の財政状況（公営事業会計に係るもの）       （百万円） 

  
総収益

（歳入） 

総費用

（歳出） 

純損益  

（形式収支） 

不良債務

（実質収支） 

地方債

現在高 

他会計から

の繰入金 
備考 

病院事業会計  4,639  5,157 △ 518 △ 651  4,836  305 法適用企業 

水道事業会計  844  742 102 -  3,928  65 法適用企業 

下水道事業会計

（公共下水道） 
 358  788 △ 430 △ 1,127  9,726  420 法適用企業 

下水道事業会計

（特定環境保全） 
 0  6 △ 6 △ 39  277  8 法適用企業 

（歳入）   （歳出） （形式収支） （実質収支）       国民健康保険特別

会計  4,296  3,947 349 349 -  303   

（歳入）   （歳出） （形式収支） （実質収支）     
老人保健特別会計 

 3,431  3,426 5 5 -  312 
  

（歳入）   （歳出） （形式収支） （実質収支）     
介護保険特別会計 

 2,348  2,296 52 52 -  368 

基金から38

百万円繰入 

（歳入）   （歳出） （形式収支） （実質収支）     西十和田ユース・

ホステル特別会計  1  1 △ 88 △ 88 -  1 
  

（歳入）   （歳出） （形式収支） （実質収支）     観光施設事業特別

会計  96  76 △ 275 △ 275  105  69 
  

（歳入）   （歳出） （形式収支） （実質収支）     
簡易水道特別会計 

 25  17 62 62 - - 
  

（歳入）   （歳出） （形式収支） （実質収支）     温泉供給事業特別

会計  15  12 △ 199 △ 199 - - 
  

（歳入）   （歳出） （形式収支） （実質収支）     農業集落排水事業

特別会計  20  22 0 0  200  12 
  

・特別会計のうち、１以外のものすべて（公営企業会計の他、収益事業会計、国民健康保険事業会計、

老人保険医療事業会計、介護保険事業会計等、すべての公営事業会計）の会計の決算を掲載してい

る。 

・地方公営企業法を適用している公営企業に係るもの（以下「法適用企業」という）については、備考欄

に法適用企業と記載し、法適用企業に係るもの以外のものについては、「総収益」「総費用」「純損益」



「不良債務」の欄に、それぞれ「歳入」「歳出」「形式収支」「実質収支」を注記して数値を記入している。

また、「不良債務」には「△」の符号を付している。 

・法適用企業については、「総収益」－「総費用」＝「純損益」となる。（「３関係する一部事務組合等の財

政状況」における法適用企業においても同じ）地方公営企業法を適用していない公営企業に係るもの

（以下「法非適用企業」という）については、「歳入」（収益的収入及び資本的収入の合算額）－「歳出」

（収益的支出及び資本的支出の合算額）－「積立金」＋「前年度からの繰越金」－「前年度繰上充用

金」＋「収益的支出に充てた地方債」＋「収益的支出に充てた他会計借入金」＝「形式収支」となるため、

表中の「歳入」－「歳出」が「形式収支」とならない場合がある。 

・基金からの繰入がある場合は、備考爛に記載している。 

 
３ 関係する一部事務組合等の財政状況                  （百万円、％） 

  
歳入 

（総収益） 

歳出 

（総費用） 

形式収支 

（純損益） 

実質収支 

（不良債務） 

地方債

現在高 

黒石市の 

負担割合 
備考 

黒石地区清掃施設

組合 
 1,442  1,429  13  13  2,071 45.1    

南黒地方福祉事務

組合 
 495  458  37  37  186 23.6    

黒石地区消防事務

組合 
 1,047  985  62  62  824 80.0    

津軽広域連合  174  160  14  14 - 9.9    

青森県市町村等非

常勤職員公務災害

補償等組合 

 28  26  2  2 - 4.1    

青森県市町村退職

手当組合 
 13,286  11,577  1,709  1,709 - 4.3    

青森県市長会館管

理組合 
 6  5  1  1 - -   

青森県消防補償等

組合 
 722  720  2  2 - 5.0    

青森県交通災害共

済組合 
 240  228  12  12 - 3.1    

（総収益） （総費用） （純損益） （不良債務）     津軽広域水道企業

団(津軽事業部)  2,008  1,953  55 -  10,043 - 
法適用企業 

・市が加入する地方公共団体の組合（一部事務組合及び広域連合）のすべてについて、その決算を掲

載している。 

・法適用企業については、備考欄に法適用企業と記載し、「歳入」「歳出」「形式収支」「実質収支」の欄



に、それぞれ「総収益」「総費用」「純損益」「不良債務」を注記して数値を記入している。 

・「黒石市の負担割合」は、決算値に基づく平成１７年度の実績（当該一部事務組合等の各構成団体か

らの負担金総額に対する当該団体の負担金の割合）を記入している。 

 

４ 第三セクター等の経営状況及び地方公共団体の財政的支援の状況    （百万円） 

  
経常損益

（千円） 

資本又は

正味財産

（千円） 

市からの

出資金

（千円） 

市からの

補助金

（千円） 

市からの

貸付金

（千円） 

市からの債

務保証に係

る債務残高 

市からの損

失補償に係

る債務残高 

備考 

黒石市土地開発

公社 
2,889 △ 1,142 5,000 - - 2,225 -   

（財）黒石市観光

開発公社 
△ 8,477 35,210 10,000 - - - -   

（財）黒石市民財

団 
584 114,901 85,759 - - - -   

津軽こみせ株式

会社 
△ 10,457 48,402 48,000 - - - -   

黒石アクアリゾー

ト開発株式会社 
△ 24,067 210,290 100,000 - - - - 

平成 18 年

度中に解散 

・市が出資する商法法人、民法法人、地方三公社のうち、①市が２５％以上出資するもの、または②市

が財政的支援（補助金、貸付金、債務保証、損失補償）を実施しているものについて、その決算及び財

政的支援の状況を掲載している。 

・「市からの債務保証に係る債務残高」及び「市からの損失補償に係る債務残高」のみ百万円単位で記

入しており、その他は千円単位である。 

 
５ 財政指数 

財政力指数 0.324 実質収支比率 △8.8％ 

実質公債費比率 21.1％ 経常収支比率 100.1％ 

①財政力指数 

地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過

去３年間（平成１５年度から平成１７年度）の平均値。財政力指数が高いほど、普通交付税算定上の留

保財源が大きいことになり、財源に余裕があるといえる。 

②実質収支比率 

標準財政規模（地方公共団体の標準的な状態で通常収入される見込みの経常的な一般財源の規

模）に対する普通会計の実質収支額の割合。実質収支額が赤字の場合の比率が市町村にあっては２



０％以上の場合は、財政再建計画を策定して財政再建を行う場合でなければ地方債をもって公共施設

等の建設事業の財源とすることができない。（このような団体を地方財政再建促進特別措置法を準用し

た準用財政再建団体と呼ぶ。） 

③実質公債費比率 

平成１８年度から、地方債の発行が従来の許可制度から協議制度に移行したことに伴い導入された

新たな財政指標で、公債費の他、公営企業会計の公債費に充当した繰出金や、一部事務組合の公債

費に充当した負担金なども含めた、その団体の実質的な公債費負担の度合いを計るもの。実質公債費

比率が１８％以上の団体は、地方債の発行に当たって引き続き許可が必要となる。 

④経常収支比率 

地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標で、人件費、扶助費、公債費のように毎

年度経常的に支出される経費（経常的経費）に充当された一般財源の額が、地方税、普通交付税を中

心とする毎年度経常的に収入される一般財源（経常一般財源）、減税補てん債及び臨時財政対策債の

合計額に占める割合。この指標は経常的経費に経常一般財源収入がどの程度充当されているかを見

るものであり、比率が高いほど財政構造の硬直化が進んでいることを表す。 

 

 

なお、県内各市町村の状況は青森県庁ホームページで公表されています。 

 

 


